
○牛久市広告掲載に関する規則 

平成３０年４月１２日 

規則第２１号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、広報印刷物、ウェブページ等の有形又は無形の市資産等（以下「市資

産等」という。）を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することに関して、

必要な事項を定めるものとする。 

（広告掲載の目的） 

第２条 市資産等への広告掲載は、民間企業との連携により市の新たな財源を確保し、及び

経費を縮減し、もって市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。 

（定義） 

第３条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 広告媒体 次に掲げる市資産等をいう。 

ア 市が作成する印刷物 

イ 市の管理するウェブページ 

ウ 市の施設 

エ その他市長が広告を掲載するのに適当と認めるもの 

(2) 広告掲載 広告媒体を有効に活用できる手法（広告枠の販売、広告付きの物品等の

受入れ、タイアップ等）を用いて、民間企業等の広告を掲載し、又は掲出することをい

う。 

(3) 広告主 広告媒体への広告掲載の申込みをし、広告掲載の決定を受けた者をいう。 

（一部改正〔令和６年規則２２号〕） 

（広告を掲載することができない業種又は事業者） 

第４条 次の各号に掲げる業種又は事業者の広告は、広告媒体に掲載することができない。 

(1) 法令等に基づく必要な許可等を受けることなく事業を行う事業者 

(2) 行政機関からの行政指導を受け、改善が見込まれない事業者 

(3) 公租公課の滞納をしている事業者 

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）

第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第

１０項に規定する無店舗型電話異性紹介営業及び同条第１１項に規定する特定遊興飲



食店営業と規定される業種 

(5) 牛久市暴力団排除条例（平成２３年条例第２３号。この号において「条例」という。）

第２条第１号に規定する暴力団（以下この号において単に「暴力団」という。）並びに

法人その他の団体でその役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれに準ずる

者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有するかを問わず、当該団体に対し業務

を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するも

のと認められる者を含む。）が条例第２条第３号に規定する暴力団員等（以下この号に

おいて単に「暴力団員」という。）に該当する事業者、暴力団員等が出資、融資、取引

その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する事業者及び暴力団若し

くは暴力団員の威圧を利用し、又は暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与してい

る事業者 

(6) 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に規定する再生手続、会社更生法（平成

１４年法律第１５４号）に規定する更生手続、破産法（平成１６年法律第７５号）に規

定する破産手続又は会社法（平成１７年法律第８６号）に規定する特別清算の開始の決

定を受けて完了しない事業者 

(7) 不当景品類及び不当表示防止法（昭和３７年法律第１３４号）に違反している事業

者 

(8) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律

（平成１５年法律第８３号）第２条第２号に規定するインターネット異性紹介事業 

(9) 特定商取引に関する法律（昭和５１年法律第５７号）第３３条に規定する連鎖販売

業 

(10) その他市資産等に広告を掲載する業種又は事業者として不適当であると市長が認

めるもの 

（広告の種類及び範囲） 

第５条 広告掲載を行う広告媒体の種類は、市長が別に定める。 

２ 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告媒体に広告掲載しない。 

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの 

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの 

(3) 人権侵害となるもの又はそのおそれがあるもの 

(4) 政治性のあるもの 

(5) 宗教団体の布教推進活動 



(6) 社会問題に対する主義主張 

(7) 個人又は法人の名刺広告 

(8) 美観風致を害するおそれがあるもの 

(9) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれのあるもの 

(10) その他広告媒体に広告掲載する広告として不適当であると市長が認めるもの 

３ 前項に定めるもののほか、広告に関する基準は、別に定める。 

（広告掲載の募集） 

第６条 広告の募集方法については、広告媒体ごとに市長が定める。 

（広告主の責任） 

第７条 広告の内容等を含め掲載された広告に関する一切の責任は、広告主が負うものとす

る。 

２ 広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないこと、及び広告の内容等

に係わる財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを市長に対して保証するも

のとする。 

３ 第三者から、広告に関連して苦情の申立て又は損害賠償の請求等がなされた場合は、広

告主はその責任及び負担において解決しなければならないものとする。 

（広告の規格等） 

第８条 広告の規格及び広告掲載の位置等は、当該広告を掲載する広告媒体ごとに、その性

質に応じ市長が別に定める。 

（広告掲載の手続） 

第９条 市長は、広告を掲載する広告媒体ごとに広告掲載希望者を募集するものとする。 

２ 前項の規定による募集に基づき広告媒体へ広告掲載することを希望する者は、市長に対

し広告掲載の申込みをするものとする。 

３ 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、あらかじめ第１１条に規定する牛久

市広告審査委員会に意見を求めたうえで、当該広告掲載の可否を決定するものとする。 

４ 広告の募集方法、申込方法及び選定方法並びに当該広告の選定に係る優先順位について

は、当該広告を掲載する広告媒体ごとに、その性質に応じて市長が別に定める。 

（広告掲載料） 

第１０条 広告掲載料は、当該広告媒体の種類、位置、規格及び掲載する期間、広告の効果

並びに類似する広告の市場価格等を考慮し、当該広告媒体ごとに、その性質に応じて市長

が別に定める。 



２ 広告掲載を可と決定した後において、広告主の責めに帰さない事由により広告掲載でき

なかった場合における広告掲載に係る費用の取扱いについては、当該広告掲載する予定で

あった広告媒体ごとに、その性質に応じて市長が別に定める。 

（広告審査委員会） 

第１１条 広告媒体に広告掲載する広告の適否を審査するため、牛久市広告審査委員会（以

下「広告審査委員会」という。）を置く。 

２ 広告審査委員会は、市長公室長、市長公室次長、営業戦略課長、広報広聴課長、政策企

画課長、総務課長、契約検査課長及び未来創造課長並びに広告を掲載する広告媒体を主管

する部課等の長により組織する。 

３ 広告審査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は市長公室長を、副委員長は広報

広聴課長をもって充てる。 

４ 広告審査委員会の庶務は、広告担当課において処理する。 

（一部改正〔令和６年規則２２号〕） 

（広告掲載の取消し） 

第１２条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに広告掲載を取り消し、又

は停止することができる。 

(1) 市長が指定する期日までに広告掲載料が納入できないとき。 

(2) 市長が指定する期日までに広告原稿が提出されないとき。 

(3) 広告主又は広告内容が第４条各号又は第５条第２項各号に該当すると後日において

判明したとき。 

(4) その他広告掲載に支障があると市長が認めたとき。 

（広告掲載の中止） 

第１３条 広告主は、自己の都合により、広告掲載の中止を市長に求めることができる。 

２ 前項の規定により広告掲載を中止した場合は、納付済みの広告掲載料は返還しない。た

だし、広告を掲載する前に掲載の中止がなされた場合は、この限りでない。 

３ 広告主は、広告の掲載の中止により市に損害が生じた場合は、その損害を賠償しなけれ

ばならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。 

（委任） 

第１４条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 



附 則（令和６年規則第２２号） 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 


